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秋
田
県
監
査
委
員
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
監
査
委
員

秋
田
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

秋
田
県
監
査
委
員
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
次
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則

第
三
号
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
九
号
。
次
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
、
秋
田
県

個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
（
令
和
四
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
号
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
令
和
四
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
七
号
）
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
費
用
の
納
付
）

第
二
条

条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
費
用
は
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図
画
の
写
し
の
交
付
に
あ
っ
て

は
当
該
交
付
を
受
け
る
と
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
の
監
査
委
員
が
定
め
る
開
示
の
方
法
に
あ
っ
て
は

当
該
開
示
を
受
け
る
と
き
に
納
め
る
も
の
と
す
る
。

（
補
則
）

第
三
条

法
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
条
例
、
秋
田
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
、
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
及
び
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
、
条
例
、
秋
田
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
及
び
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
監
査
委
員

が
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
秋
田
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
）

２

秋
田
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


